
１．件 名：原子燃料工業株式会社 熊取事業所の原子力事業者防災業務

計画の修正の検討について 

 

２．日 時：令和5年1月24日 9:30～10:00 

 

３．場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓 

 

４．出席者 

原子力規制庁 緊急事案対策室 

蔦澤防災専門職、本間防災専門職 

（以下、テレビ会議システムによる出席） 

原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

業務管理部 総務グループ長 他1名 

 

５．要 旨 

原子燃料工業株式会社から同社熊取事業所の原子力事業者防災業務計

画の修正として、以下を検討しているとの説明があった（資料1）。 

・緊急事態応急対策等の実施に係る主語の適正化 

・警戒事態の定義の適正化 

・関係機関の組織名称の変更 

原子力規制庁から、以下を伝えた。 

・第３章第１節３．について、着信確認、記録保存の部分は情報１係

長の業務であることを明確化すること。 

・第３章第３節１．について、着信確認の部分は情報１係長の業務で

あることを明確化すること。 

原子燃料工業株式会社から、今回の指摘を踏まえて対応するとの回答

があった。 

 

６．その他 

配布資料： 

資料１ 原子力事業者防災業務計画修正（案）について 

    （原子燃料工業株式会社 熊取事業所） 
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